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経
済
的
な
理
由
や
災
害
等
に
よ
り
、

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と

き
は
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。
令
和
２
年
度
の
免
除
申
請

の
受
け
付
け
は
７
月
か
ら
開
始
さ
れ
、

７
月
か
ら
令
和
３
年
６
月
ま
で
の
期

間
を
対
象
と
し
て
審
査
さ
れ
ま
す
。

免
除
の
種
類　

免�

除　

申
請
者
・
配
偶
者
・
世
帯

主
の
前
年
の
所
得
等
を
審
査
し

て
、
全
額
ま
た
は
一
部（
４
分
の

３
、
２
分
の
１
、
４
分
の
１
）を

免
除
し
ま
す
。

納�
付
猶
予　
申
請
者
・
配
偶
者
の
前

年
の
所
得
等
を
審
査
し
て
、
一
時

的
に
納
付
を
猶
予
し
ま
す
。

※
50
歳
未
満
の
人（
学
生
を
除
く
）が

申
請
で
き
ま
す
。

留
意
事
項

○�

申
請
日
か
ら
２
年
１
か
月
分
さ
か

の
ぼ
っ
た
免
除
申
請
も
で
き
ま
す
。

○�

学
生
は
学
生
納
付
特
例
制
度
が
優

先
さ
れ
ま
す（
申
請
・
承
認
期
間

は
４
月
～
翌
年
３
月
）。

○�

申
請
は
毎
年
必
要
で
す
が
、
全
額

免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
に
該
当
す

る
場
合
は
、
希
望
に
よ
り
翌
年
手

続
き
を
し
な
く
て
も
継
続
し
て
申

請
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

保険年金課
国民年金・医療費担当

ね・ん・き・ん
ミ ニ 知 識

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
制
度

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
収
入
源
と

な
る
業
務
を
喪
失
等
し
、
所
得

が
相
当
程
度
ま
で
下
が
っ
た
場

合
は
、
臨
時
特
例
措
置
と
し
て

本
人
申
告
の
所
得
見
込
額
を
用

い
た
手
続
き
に
よ
り
、
国
民
年

金
保
険
料
の
免
除
申
請
が
可
能

で
す
。

問�

い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課
国
民
年

金
・
医
療
費
担
当（
１
階
④
番
窓

口
）

お
知
ら
せ

市
民
プ
ー
ル
の
開
場
中
止

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、
毎
年

夏
季
休
暇
中
に
開
場
し
て
い
た
市
民

プ
ー
ル
は
、
開
場
を
中
止
し
ま
す
。

ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ　
生
涯
学
習
課
市
民
ス

ポ
ー
ツ
担
当

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）の
更
新

　
現
在
使
用
し
て
い
る
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証（
保
険
証
）の
有
効

期
限
は
、
毎
年
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

８
月
１
日
か
ら
有
効
の
新
し
い
保
険

証
は
、
７
月
中
旬
に
簡
易
書
留
で
郵

送
し
ま
す
。
受
け
取
り
に
は
、
受
領

印
が
必
要
で
す
。
不
在
の
場
合
は
、

郵
便
局
か
ら
不
在
連
絡
票
が
置
か
れ

ま
す
の
で
、
そ
の
内
容
に
基
づ
い
て

受
領
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便
局
の
保

管
期
間（
配
達
か
ら
１
週
間
）を
過
ぎ

た
場
合
は
、
市
で
保
管
し
ま
す
。

　
７
月
31
日
㈮
ま
で
に
保
険
証
が
届

か
な
い
場
合
や
、
保
険
証
の
内
容
に

変
更
・
誤
り
が
あ
る
場
合
は
、
左
記

ま
で
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
有
効
期
間
が
切
れ
た
保
険
証
は
、

左
記
ま
た
は
各
出
張
所
へ
返
却
す
る

か
、
ご
自
身
で
裁
断
す
る
な
ど
の
処

分
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課
国
民
年

金
・
医
療
費
担
当（
１
階
④
番
窓

口
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決

定
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
発
送

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
世

帯
単
位
で
は
な
く
、
被
保
険
者
ご
と

に
保
険
料
を
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
保
険
料
は
、
被
保
険
者
全
員
が
負

担
す
る
「
均
等
割
額
」
と
被
保
険
者

の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得

割
額
」
の
合
計
額
で
す
。
計
算
方
法

は
、
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

が
決
定
す
る
た
め
、
県
内
は
全
て
同

じ
方
法
と
な
り
ま
す
。

　
今
年
度
か
ら
、
同
一
世
帯
内
の
被

保
険
者
お
よ
び
世
帯
主
の
総
所
得
金

額
等
の
合
計
額
が
、
33
万
円
以
下
の

場
合
、
均
等
割
額
が
、「
８
・
５
割

軽
減
」
か
ら
通
年
で
「
７
・
７
５
割

軽
減
」
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
の
う
ち
同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者

全
員
が
、
年
金
収
入
の
み
で
80
万
円

以
下
の
場
合
、
均
等
割
額
が
、「
８

割
軽
減
」か
ら
通
年
で「
７
割
軽
減
」

に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　
詳
し
く
は
、
保
険
料
額
決
定
通
知

書
に
同
封
す
る「
保
険
料
の
し
お
り
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課
国
民
年

金
・
医
療
費
担
当（
１
階
④
番
窓

口
）

国
民
健
康
保
険
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
等
の
交
付
お
よ
び
更
新

　
入
院
や
通
院
に
よ
り
１
か
月
に
支

払
う
医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
一
定

額
を
超
え
る
と
き
は
、「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
等
を
提
示
す
る
と
、
医

療
機
関
等
で
の
支
払
い
を
自
己
負
担

限
度
額
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
入
院
時
の
食
事
代
が
減

額
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
認
定

は
申
請
月
の
１
日
か
ら
と
な
り
ま
す

の
で
、
必
要
な
人
は
お
早
め
に
窓
口

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
認
定
証
の
有
効
期
限
は
、
毎
年
７

月
31
日
ま
で
で
す
。
引
き
続
き
認
定

を
受
け
る
た
め
に
は
、
再
度
申
請
が

必
要
で
す
。

対�

象　
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
人

①
70
歳
未
満
の
人

②�

70
歳
以
上
75
歳
未
満
で
住
民
税
非

課
税
世
帯
の
人

③�

70
歳
以
上
75
歳
未
満
で
課
税
所
得

１
４
５
万
円
以
上
６
９
０
万
円
未

満
の
世
帯
の
人

条�

件　
国
民
健
康
保
険
税
に
滞
納
が

な
く
、
所
得
の
申
告
を
し
て
い
る

こ
と

持�

ち
物　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証（
保
険
証
）、マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個

人
番
号
）カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ

ー
ド
、
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
等
）

問�

い
合
わ
せ
　
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
担
当（
１
階
③
番
窓
口
）
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国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
へ
納

税
通
知
書
を
７
月
上
旬
に
発
送

　
国
民
健
康
保
険
税
は
、
毎
年
４
月

か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
１
年
間
の
税

額
を
８
回
の
納
期
に
分
け
て
納
付
し

ま
す
。
年
度
の
途
中
で
脱
退
・
加
入

し
た
と
き
は
月
割
り
で
計
算
し
ま
す
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
は
、
世
帯

単
位
で
課
税
さ
れ
、
世
帯
主
が
納
税

義
務
者
と
な
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
は
前
年
中
の
所

得
等
に
応
じ
て
計
算
し
ま
す
が
、
所

得
が
少
な
い
世
帯
の
場
合
は
軽
減
制

度
が
あ
り
ま
す
。
今
年
度
は
軽
減
対

象
世
帯
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
世
帯
主
の
収
入
が
減
少

し
た
世
帯
や
、
災
害
な
ど
特
別
な
事

情
に
よ
り
納
付
が
困
難
な
世
帯
は
、

減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
会
社
の
倒
産
や
解
雇
な
ど
の
理
由

で
失
業
し
た
人
は
、
軽
減
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※
納
付
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
担
当（
１
階
③
番
窓
口
）

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を

７
月
上
旬
に
発
送

　
65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
は
、

毎
年
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
１

年
間
の
保
険
料
を
６
回
の
納
期
に
分

け
て
納
付
し
ま
す
。
介
護
保
険
料
の

納
め
方
は
、
年
金
の
受
給
額
に
よ
っ

て
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）と
普
通

徴
収（
納
付
書
や
口
座
振
替
）の
２
種

類
に
分
か
れ
、
個
人
で
納
め
方
を
選

ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
介
護
保
険
料
は
基
準
額
を

も
と
に
本
人
や
世
帯
の
課
税
状
況
や

所
得
に
応
じ
て
段
階
的
に
決
ま
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
保
険
料
額
決
定
通

知
書
に
同
封
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
場
合

や
、
災
害
な
ど
特
別
な
事
情
に
よ
り

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
減
免
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ　
長
寿
い
き
が
い
課
介

護
保
険
担
当（
１
階
⑤
番
窓
口
）

住
民
票
の
写
し
お
よ
び
印
鑑
証

明
書
の
電
話
予
約
サ
ー
ビ
ス

　
事
前
に
電
話
で
予
約
す
る
と
、
予

約
し
た
週
末
の
土
・
日
曜
日
に
住
民

票
お
よ
び
印
鑑
証
明
書
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
請
求
す
る
人
お
よ
び
受
け
取
る
人

は
、
本
人
ま
た
は
同
じ
世
帯
の
人
に

限
り
ま
す
。

手
数
料　
１
通
２
０
０
円

予�

約
受
付
日
時　
月
～
金
曜
日
の
午

前
８
時
30
分
～
午
後
４
時（
祝
日

お
よ
び
年
末
年
始
を
除
く
）

○�

住
民
票
…
世
帯
全
員
の
も
の
か
、

世
帯
の
一
部
の
も
の
か
、
本
籍
や

世
帯
主
と
の
続
柄
の
記
載
が
必
要

で
あ
る
か
な
ど
を
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

○�

印
鑑
証
明
書
…
市
に
印
鑑
登
録
し

て
い
る
人
の
み
が
対
象
と
な
り
ま

す
。
印
鑑
登
録
証（
カ
ー
ド
）の
番

号
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
受
け
取
り
に
は
、
印
鑑
、
受
け
取

る
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
等
）、
手
数
料
が
必
要

で
す
。
な
お
、
印
鑑
証
明
書
の
受
け

取
り
に
は
印
鑑
登
録
証（
カ
ー
ド
）も

必
要
で
す
。

予
約
方
法　
電
話
で
左
記
へ

問�
い
合
わ
せ　
市
民
課
市
民
担
当

（
１
階
②
番
窓
口
）

ま
す
。

縦�

覧
期
間　
７
月
６
日
㈪
～
７
月
20

日
㈪（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

時�

間　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分

意�

見
書
提
出
期
間　
７
月
６
日
㈪
～

７
月
20
日
㈪

※
縦
覧
す
る
案
に
意
見（
賛
成
・
反

対
）の
あ
る
場
合
、
住
民
お
よ
び
利

害
関
係
人
は
、
こ
の
期
間
内
に
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

縦�

覧
場
所
・
問
い
合
わ
せ　
都
市
計

画
課
計
画
推
進
・
企
業
誘
致
・
住

宅
政
策
担
当

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

販
売
開
始
！

　
今
年
の
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

は
、
１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
７
億

円
。
同
時
発
売
の
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ

ミ
ニ
は
１
等
１
０
０
０
万
円
で
す
。

　
こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
市
町

村
の
明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

に
使
わ
れ
ま
す
。

発�

売
期
間　
７
月
14
日
㈫
～
８
月
14

日
㈮

抽
せ
ん
日　
８
月
21
日
㈮

問�

い
合
わ
せ　
（
公
財
）埼
玉
県
市
町

村
振
興
協
会

　
☎
０
４
８－

８
２
２－

５
０
０
４

くりっかーの可燃ごみレポート
暑い日が続くと水分補給の機会が増えることから、
飲料缶やペットボトル飲料の消費が多くなります。
缶やペットボトルは貴重な資源です。ごみに出すと
きはしっかり分別してリサイクルをしましょう！

各家庭から出された可燃ごみの速報値です

問い合わせ　環境課廃棄物対策担当

令和２年５月の可燃ごみ 昨年同月との比較
全体量� 1,081.58�ｔ +85.58�ｔ
処理費用� 44,615,175�円 +3,739,335�円
１人当たりの量� 19.48�kg +1.68�kg
１人当たりの処理費用 803�円 +72�円

※数値は四捨五入しています。
※処理費用は、全体量に41,250円／ｔ
　を乗じたものです。
※１人当たりは、当該月の総人口を
　基に算出しています。

武
蔵
台
団
地
地
区
地
区
計
画

変
更
に
係
る
案
の
縦
覧

　
武
蔵
台
団
地
地
区
地
区
計
画
の
変

更
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
第
17
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
、
地
区
計

画
の
変
更
に
係
る
案
の
縦
覧
を
行
い


